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新設分割に係る事前開示書面 
（会社法第 803 条第１項及び会社法施行規則第 205 条に基づく開示事項） 

 
東京都港区赤坂八丁目４番 14 号 

ブロードメディア株式会社 
代表取締役社長 橋本 太郎 

 
 
ブロードメディア株式会社（以下「当社」といいます。）は、2025年 11月 27 日付新設分

割計画書（以下「本件新設分割計画書」といいます。）に基づき、2026年４月１日を効力発
生日として、当社のスタジオ・プロダクション本部で行っている日本語字幕・吹替、聴覚障
がい者向け字幕、視覚障がい者向け音声解説、番組宣伝等の制作事業に関して有する権利義
務を、新たに設立するブロードメディア・スタジオ株式会社（以下「新会社」といいます。）
に承継させる新設分割（以下「本件分割」といいます。）を行うことにいたしました。 
当社が、本件分割に関して会社法第 803 条第１項及び会社法施行規則第 205 条の定めると

ころにより、開示すべき事項は下記のとおりです。 
 

記 
 
１．本件新設分割計画の内容（会社法第 803 条第１項第２号） 

本件新設分割計画書の内容は、別紙のとおりです。 
 

２．本件分割の対価の相当性に関する事項（会社法施行規則第 205 条第１号イ） 
（１）交付する株式数の相当性に関する事項（会社法第 763 条第１項第６号） 

新会社は、本件分割に際して普通株式 2,000 株を発行し、その全てを当社に割当交付い
たします。かかる株式数につきましては、当社が新会社の発行する全ての株式を取得する
ため、任意に定めることができると考えられるところ、新会社の資本金の額等を考慮し
て、この株式数が相当であると判断しております。 

（２）資本金及び準備金の額に関する事項（会社法第 763 条第１項第６号） 
当社は、新会社の資本金及び準備金の額を、新会社が承継する資産等及び今後の事業活

動等の事情を考慮した上で、機動的かつ柔軟な資本政策を実現させる観点から、会社計算
規則に従い、本件新設分割計画書第５条記載のとおりとすることにいたしました。当社
は、当該資本金及び準備金の額は相当であると判断しております。 

 



３．会社法 763 条第１項第 12 号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項（会社法施
行規則第 205 条第 2 号） 
該当事項はありません。 

 
４．会社法第 763 条第１項第 10 号及び第 11 号に掲げる事項についての定めの相当性に関す
る事項（会社法施行規則第 205 条第 3号） 

  該当事項はありません。 
 
５．他の新設分割会社に関する事項（会社法施行規則第 205 条第 4号及び第 5号） 
  該当事項はありません。 
 
６．当社の最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会
社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容（会社法施行規則第 205 条第 6号イ） 
（連結子会社の異動） 
当社は 2026 年 2月 25 日開催の取締役会において当社が保有している株式会社釣りビジ
ョンの全株式を株式会社サイバーエージェントに譲渡することを決議いたしました。詳
細につきましては 2026 年 2月 25 日付「特定子会社の異動（株式譲渡）及び特別利益の
発生に関するお知らせ」をご参照下さい。 

 
７．効力発生日以後における当社の債務及び新会社の債務（当社が新設分割により新会社に
承継させるものに限る。）の履行見込みに関する事項（会社法施行規則第 205 条第 7 号）） 

（１）当社の債務の履行の見込みについて 
当社の 2025 年 3月 31 日現在の貸借対照表における資産の額は、負債の額を上回ってお

ります。また、本件分割の効力発生後においても資産の額が負債の額を上回ることが見込
まれます。さらに、本件分割の効力発生日以後において、当社が負担すべき債務の履行に
支障を及ぼす事象の発生は現在のところ予測されておりません。 
以上より、本件分割の効力発生日以後における当社の債務について、履行の見込みがあ

るものと判断しております 
（２）新会社の債務の履行の見込みについて 

本件分割の効力発生後における新会社の資産の額は、負債の額を上回ることが見込まれ
ております。また、本件分割の効力発生日以後において、新会社が負担すべき債務の履行
に支障を及ぼす事象の発生は現在のところ予測されておりません。 
以上より、本件分割の効力発生日以後における新会社の債務について、履行の見込みが

あるものと判断しております。 
 
 



なお、本件分割の効力発生日までの間に、上記事項に変動が生じるときは、変更後の当該
事項を記載した書面を備え置きいたします。 

以上 
























